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         午後９時５７分  開  議 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      皆さん、おはようございます。定刻前でありますが、皆さんおそろいでございます

ので、ただいまから本会議を再開いたします。 

      本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、１番千坂博行君及び

２番今野信一君を指名します。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、６番門間浩宇君、及び７番

渡辺良雄君を指名いたします。 

                                            

         日程第２「一般質問」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第２、一般質問を行います。 

      順番に発言を許します。 

      14番髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      おはようございます。 

      それでは、早速質問をさせていただきます。 
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      コンビニでの各種証明書の発行について、お尋ねをします。 

      経済産業省の報告書によるとコンビニエンスストア、以下コンビニと称してお話し

します。事業主体が国民生活を支えるとともに、雇用を創出するなど日本の経済社会

に対し重要な貢献をしております。その上で各社はさまざまな課題に対応できるよう

に創意工夫を進めることが求められております。 

      そこで、経済的役割として雇用・人材、地産地消・農業、商店街、健康産業化、イ

ンバウンド対応、海外展開、社会的役割として防犯、買い物弱者、高齢者見守り・認

知症対応、防災、行政サービス代行、物流・環境、フランチャイズシステムのそれぞ

れに関し各社の経営の中で対応すること、②つとしてコンビニエンス業界として対応

すること、③つ個社や業界だけでなく多様なステークホルダーも含めて対応していく

ことについて、今後の方策を取りまとめました。経済産業省は今後、コンビニにおけ

る取り組みが進むよう業界や関係省庁と連携しながら取り組んでいく国民生活を支え

る社会インフラと捉えております。 

      さて、本町ではいよいよ新年度からコンビニを利用した税等の取り扱いがスタート

いたします。時代の要請に応え、多くの町民の利便性向上と収納事務軽減につながる

ものと期待しておりますが、それだけにとどめては不十分だと思います。納税証明、

印鑑証明、住民票、戸籍証明など各種証明書の発行をコンビニ全国５万5,000店舗で

取得できるようシステム構築を急ぐべきと考えます。導入に当たっての検討すべき課

題をお聞かせいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      おはようございます。きょうもよろしくお願いします。 

      それでは、ただいまの髙平議員のご質問でございました。コンビニ証明書発行につ

いてでございます。 

      最初に、大和町で発行しております証明書の発行状況でございますが平成28年度実

績で、戸籍が7,526件、住民票が１万7,470件、印鑑証明が１万761件、税務証明が

9,510件となっておりまして、町民生活課、税務課及び出張所の窓口で広報を行って

いるところでございます。平成29年度におきましても前年度と同様な件数で推移して

いるところでございます。コンビニエンスストアにおけます証明書等の自動交付サー
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ビスを提供している市町村は、全国でこれは平成30年２月15日現在だそうですか、

501市町村。県内では８市２町となっておりまして、近隣市町では仙台市、多賀城市、

塩竃市、富谷市、利府町となっております。証明書の交付サービス内容につきまして

は、住民票、記載事項証明、印鑑証明、各種税証明、戸籍、戸籍附票となっており、

各市町村の状況によってそれぞれ違った証明、交付内容となっております。近隣市町

村の利用状況は月平均で証明書発行全体の１％程度という数字になっております。 

      コンビニ証明書発行についての検討すべき課題でありますが、まずは導入に当たっ

ての経費の問題がございます。業務委託先になりますＪ－ＬＩＳ、これは地方公共団

体情報システム機構というそうでございますが、この参考情報これは全国版というん

ですか、として住民票及び印鑑証明発行業務のシステムを構築した場合には、平均で

1,800万円になるとの指標が示されております。当町で同じ証明の発行システム構築

を試算いたしましたところ、約2,900万円になるとの概算が出ております。現段階で

全ての証明書を発行する場合には、約3,700万円の経費が必要となる見込みでありま

す。 

      また、Ｊ－ＬＩＳへの市町村負担金、１年間ですが年額70万円、コンビニ事業者等

への委託手数料が１通当たり115円かかることになります。 

      次に、コンビニ証明書交付に必要なマイナンバーカードの普及状況でございますが、

平成30年１月末現在で申請件数が2,988件、人口に対する申請率が10.42％であり、カ

ードが作成され町に送付された件数が2,658件、申請件数に対する送付率が88.96％と

なっており、申請者への交付件数は2,540件。交付率85.01％の状況となっております。

コンビニ交付にはマイナンバーカードが不可欠なことからその普及啓発にも、力を注

いでいかなければならないものと考えます。 

      昨今、コンビニエンスストアは国民生活に多大な影響があり、地域活性化にも一翼

を担っているところであり、当町におきましても平成30年度からコンビニ収納を開始

することにより収納等に大いに役立つものと思っております。コンビニ収納がスター

トすることにより、今後は証明書の発行業務についても検討していかなければならな

いということになりますが、課題で申し上げましたことから費用対効果の検証並びに

カード普及率向上に努める必要性があり、今後、課題解決に向けた調査研究を進めて

まいりたいと考えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      14番髙平聡雄君。 
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１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それではお尋ねをします。 

      今お話をいただいた中で、まず今回４月から始めようとされております税等の収納

業務をコンビニを活用して行うことにしたと。これを行政としてご決断、ご判断をな

された最終的な要因というんですか、大きいところ何がおありになったか、お聞かせ

をください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      判断の要因ということでございますけれどもこれにつきましては、コンビニという

システムといいますか、こういったものが全国的に広がっているということ、それぞ

れのチェーン店、フランチャイズになっておりますけれどもフランチャイズ以外でも

コンビニ業界という中のつながりといいますか、そういった形でのネットワークです

ね、こういったものが全国に広がっているということがあり、先ほど国でも大事さと

いいますか、コンビニの役割というものをいろいろ検証もされておられるようでござ

いますけれども、そういったネットワークがあるということが、まず一つだと考えま

す。 

      それから、そういったものを使ってのコンピューターといいますか、そういったも

のができてきているということ。そういった中で今後のいろんなものに対する利活と

いいますか、そういったものがマイナンバーカード等のカードなんかも今出てきてい

るわけでございますので、時代の流れがそういう方向に向かっていると考えます、そ

れが基本だと思います。そういった中で納税につきましても全国から役場に来なくて

もできる状況というものは、住民に対するサービスの一環であるという考え方から、

今回取り組んだところでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 
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      ありがとうございます。 

      今おっしゃられたように、行政サービスとしてコンビニエンスストアを活用すると

いうことがもう言ってみれば普通になってきたということで、これは私が質問書をお

出ししたときにあえてこの部分だけ下線を引いてお出しして、ご答弁のときにはない

ですがアンダーラインをつけてコンビニの役割として行政サービスというものはもう

欠かせないと。いってみれば利害関係者が全てそう思っているんだということを含め

て今町長がご発言されたことが、何というんでしょうか、中に含まれてのご答弁だっ

たんだろうと捉えております。その中でもご自身もお使いになったことがあろうと思

いますが、公共料金といわれるものは大分前から、電気料、電話料等々も既に扱いは

行っておりますし、大和町はいってみればそういった先行的な役割ではなくて、十分

に機が熟して導入に踏み切ったということでございますが、概況的にはもう既にこれ

をやらなければならない環境が整っていていつ踏み込むんだという状況だと、私は理

解をしております。ご答弁の中にあった県内のコンビニを活用した今回の証明書の発

行事務に関してはお話をいただきましたけれども、それを例えていうならば仙台市に

隣接する町村で特に人口集積地としては大和町だけが残されているという状況であり

ます、仙台市に接している町ではね。村田町だとか川崎町だとか一部隣接はしている

とはいうものの人口集積が十分でないところはまだ接続はしておりませんが、特に一

昨年まで人口増加率全国で何番目だということも含めて、富谷市であったり利府町で

あったり大和町は人口集積に大きな役割を果たしている自治体でありますから、この

大和町が踏み込まない理由はないのではないかと基本的には感じております。 

      そこでお尋ねをするんですが、先ほどは課題として契機的なもの、そしてマイナン

バーカードの普及ということをお話しされました。これについての何か策はお持ちな

んでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      策ということでございますけれども、費用関係の策といいますと補助金を活用する

とかそういったことになってくると思っています。今平成31年度までですか、申請す

れば２分の１の補助が３年間出ると聞いております。そういったものを当然利用する

ということが、まず大事であろうと思います。費用についての策というとなかなかど
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こから持ってくるという話になると補助金という話になってくると思いますので、後

はできるだけ費用がかからない構築をするという考え方はもちろん出てくると思いま

す。 

      あとはこれについてはリースとかそういったことになってまいりますので、その辺

の資産の仕方とかそういったもののやり方で経費を幾らでも浮かせるといいますか、

そういった研究といいますか、さっき2,900万円とか３千何百万申し上げましたので、

それを５割ほど占めているところもありますけれども、そういったところでございま

す。 

      それからマイナンバーカードでございますけれども、これについては今10％位の普

及率ということでございます。全国的に見てもそのぐらいの状況でまだまだ普及され

ていないのが現状だと思っておりまして、これについては普及をさせたいということ

はあるのですけれどもなかなか地元にいて使うかというと、はっきりいって地元で使

うということは余りない。皆さんお持ちですかね、私も実は持っていないのですけれ

どもそういうことでなかなかどうやって使うんだろうと。ほかに行って利用するとこ

ろいろいろあるんだかもしれないし、段々これからそういったものを利活用しながら

便利に使えるシステムがどんどん出てくるんだと思っているんですが、現在そういう

ところがありますのでこれを普及を図っていくと、こういったことになってこようと

思います。 

      普及を図るについての方策というと、やっぱりＰＲとかこういったことでやってく

ださいということが、まず第一になってくるのかなとは思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      補助金が平成31年まであると、２分の１。ということは平成31年を過ぎるとそれは

なくなるということですよね。ということはそれを使わずして導入するということで

はなしにその期間内に、これは着手するべきだと思います。 

      その費用のことをほかにも経費を削減したいというお話もございました。これはシ

ステムの構築の仕方によっても自前でシステムを持つだとか、俗にいうクラウド型を

使うだとかさまざまな手法があって、これもここまで待ったおかげでさまざまな選択

肢がふえて、これまでの経費よりも削減されるという方向と。ご承知のとおり総務省
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これは必死になって今これの普及に向けて、さまざまな通達を含めていろんな策を進

めております。財政的なものについても、先ほどお話のあったランニングコストも加

入自治体がふえればそれも減らす、あるいは利用料そのものも３割減らすだとかそう

いう施策も取られておるようでありますので、これはこの機を逃してそういう有利な

条件をみすみす見過ごすということはあってはならないのではないかと思っておりま

す。ぜひ、その観点からも検討するということでありますがスピード感を持ってとい

うか、少なくとも今の制度が活用できるうちの実行に移してもらいたいというのが基

本だと思います。先ほどはいってみれば課題についてお尋ねをしてお話をいただきま

したが、今度はこれを導入することによってどういうメリットがあるかということに

ついて、現在のご認識をお尋ねしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      メリットというか今回の発行することのメリットということですか。 

      メリットということについてはいろいろあるんだと思いますけれども、今例えば役

場の業務でいいますと、送付してくださいとかそういったものが役場に来るわけです

ね。それが今概算で大体送付が３割ぐらい来ていると聞いております。ただそれは会

社関係とかあるいは役所関係とかそういったことが入ってのことですので、これに関

してはあくまで個人、マイナンバーカードを持った方ということになりますから、他

市町村の擁する全体の約１％というぐらいの利用率、今後上がっていくかもしれませ

んけれどもということになろうかと思いますが、その部分についてのそういった職員

の対応といいますか、作業といいますか、そういったものについてこちらの立場から

すれば作業が減るというメリットがあろうと思います。お使いになる方からすれば当

然その場所からとれるということですので、すぐとれますし時間もかからないですし、

面倒もなくというメリットは当然あるとは思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 
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      おっしゃるとおりだと思いますが、もう少し簡単な明快な利用者あるいは行政にと

ってのメリットを申し述べさせていただきたいと思います。 

      コンビニを使うということは営業時間がいってみれば基本的には24時間の店ですの

で、役場庁舎の執務時間とは全く営業形態を異にしております。このＪ－ＬＩＳを使

った場合のコンビニでの各種証明書取得可能時間というのは、基本的には朝の６時半

から夜の11時までということですね。それと行政の立場からのメリットとすれば、今

も確か月曜日か何かに延長窓口ということで午後19時までですか、今おやりになって

いますけれどもそういうことをする、いってみれば必要がなくなるのではないかと。

イコールそこに張りつける人数も減らすことが、窓口対応は別としてその発行につい

ては人は配置する必要はなくなるのではないかと。それと休日についても、Ｊ－ＬＩ

Ｓを通じて行うコンビニの場合には29日から３日までという年末年始の期間を除いて

はいつでも対応可能だということで、利便性が相当向上すると。先ほど町長もおっし

ゃったように、地元の方というのは案外便利なもので、コンビニに行くも役場にいく

も同じじゃないかみたいなことでそんなに使わないかもしれないみたいなこともおっ

しゃいましたが、反対にいうと、突発的な、それも出張先だとかあるいは家族で旅行

している際だとか、そういった場合に急に必要になったというときに一番近いお店で

すぐに発行してもらえるということと、もう一つ発行する機械がごらんになったこと

があると思いますが、このぐらいの幅の今のＡＴＭより若干狭いタイプで画面のつい

た機械から発行されるんですが、これはキオスクという機械らしいんですけれどもキ

ヨスクは駅の売店ですけれどもキオスクという名前、これを町のホールに設置するこ

とによって、町での発行そのものもその機械で全て済んでしまうということで、要す

るに発行業務そのものが行政の手から機械力に全部移譲できるということなんです。

ですから投資は確かに費用はかかりますが、行政としてのメリットも利用者としての

メリットもかなり高いシステムになっているということなんです。 

      ですから、課題の１の費用的なものよりも、そういうことを導入したときに一人で

も多くの方に利用していただくほうに注力すべきじゃないかなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      キオスクとそういうもの使えるんですか、それは便利でいいですね。窓口だとそれ

は非常にいい。今病院なんかの会計も会計にいかないで機械でできると。そうすると

患者さんも非常に便利だしということですので、そういった活用というのはすばらし

いなと思います。今おっしゃったとおりいろいろメリットがあって我々がまだまだ気

づいていないところもあるんだと思っております。今教えていただいた部分等も含め

ながらそういった利便性といいますか、活用というのも深めていきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      ぜひ、調査をして促進に向けた動きを加速してもらいたいなと思います。 

      それで一つの事例としてもう一つの課題のマイナンバーカードですか、これを引き

上げることについて。先ほど町長ご自身お持ちになっていないというお話でした。私

も実はまだ発行していない。私の場合は理由があります。これはトラウマがあるんで

すよ。住基カード一所懸命それが出たときに独自利用について、町長と議論をさせて

いただきました。その時代住基ネットが全国区に張り巡らされて直接国の情報と町の

住基システムを連動させるというお話だった。そのときにいいことだということで私

つくらせていただいた。でも使えるのは要するに健康保険のかわりに身分証明書にな

ると、要するに限定それしか使えなかったと逆にいうと。だからそれについて独自利

用でさまざまな利用を検討したらどうだというお話をさせていただいた記憶がありま

す。結果としてそれがなされなかったということで、ここにきてマイナンバーカード

という制度に大きく舵を向けたときに、またかと。システム構築に何十億か知らない

ですけれどもそういうものをかけながら、結果としてカードを保持するカードホルダ

ーについては何のメリットもないということで、これは勧められないなと思って自分

も現在まで持たなかったというのが現状である。これはそうじゃないんだと、利便性

が高いんだということを逆にもうＰＲをしなきゃならないんです、普及のためには。

そのためには大和町独自の利用をアピールしなきゃならない。それの入り口が今回の

この提言なんです。これはほかの自治体の例ですけれども、これをやることによって

50％の普及率に高めた自治体が実際にあります。ですから、たまたまその証明書発行

に捕らわれることではなくて、この際マイナンバーカードを各自に持っていただくと

いうことについて研究をなされて、証明書の発行だけでなくて、例えば今皆さんここ
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に身分証明書をつけていらっしゃいますが、これについてもマイナンバーカードをこ

こにつけて、個人番号は見えないようにもちろん工夫してですが、それを出退勤のカ

ードとして今お使いになっていますけれども、それと同じように使うこと、それをや

っていらっしゃる自治体もあります。それもシステムですよね。今のシステムに加工

すればそれもできます。あるいは選挙のときの入場券、これも忘れてきただとか、急

にきょう時間が空いたから期日前投票行こうだとかというときの入場券にマイナンバ

ーカードをかざすことによって瞬時に入場券がわりの機能を果たすだとか、あるいは

災害があった場合にポケットにある自分のマイナンバーカードを避難所に行った場合

にはそれをかざすことによって、瞬時に避難者名簿が作成できるだとかさまざま取り

組んでやっていらっしゃるところがあるんです。ですから利便性が高くて使用頻度が

高くなればこれは使うとなるのは当たり前の話。反対にコンビニ町名だけにとどまる

となかなか加速度的に上がらないということもありますから。今職員の皆様お話を聞

いていただいて、出退勤のときにそれ使わなきゃないといったらカード持たないと役

場に入れないし帰れないということになるわけですから、一気にここの人数分のマイ

ナンバーカードが発行されることになるんですよ。ですからそういうことも含めてぜ

ひ検討をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      マイナンバーカードの普及ということでございます。普及の大切さというのはある

んだと思っています。私も住基カードは持っておりまして今でも持っているんですが、

なかなか利用の方法がなかったということがあります。髙平議員のお話のとおり、住

基ネットができたときにそれぞれの町村で独自のものもできるんであるという形で国

の投資といいますか、莫大な投資の中でスタートしたところでございますが、お話の

ような状況であったということです。 

      今回マイナンバーカードということでそれぞれナンバーをつけてということで、こ

のナンバーをつけることについてもいろいろ意見のあったところでありますけれども

スタートしております。マイナンバーカードの場合そういった使い方ができるという

ことで、そういった方法もある、こういった利用もできると。カードがあればという

ことで普及ということですが、一つのイメージとしてなんか持って歩いていいのかな
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みたいな個人の番号をこれで全てがわかってしまうので、なくしたときどうするんだ

とかと余計な心配かもしれないけれども、そんなイメージを持っている人もいるので

はないかなという思いもありました。実際私もこれはあなたの番号だけですからねと、

人には見せてだめだということはないんですけれども、その番号で何でもわかられて

しまうと。収入から何からというのもあってそういったことで、その辺はカバーとか

いろいろあるんだと思いますけれどもそういった非常に大切なもので、自分で秘密的

に保持しておかなければいけないんではないかというイメージといいますか、そうい

ったものもあるんではないかという一般論ではないかもしれませんけれども、そうい

う人もいるんではないかと。今、利用の方法いろいろお話いただきましたけれども、

そういったことはいろいろあるんだなと改めて勉強させていただきました。こういっ

たことのマイナンバーカードの使い方についてはいろいろ宣伝はされているんでしょ

うけれどもそこまでなかなか一般的になっていないところもある気もいたしておりま

すが、これは大和町だけではなくて国全体でやっていくと。そうするとＰＲがまだ足

りないんだなと思います。その辺につきましても利用の方法幅広くあるということで、

実際こういったシステム的にはスタートしているわけですから、前の住基カードのよ

うなことはないんだろうと私は思っておりますので、活用の方法いろいろ勉強したり

研究したりしていかなければいけないと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、ご認識のあることを私なりに重要ポイントだけ申し上げておきます。 

      先ほど言ったように国はこのことの普及について、今相当前向きに進んでおります。

先ほど言ったシステムとしては廉価版クラウド型というのが一番安いそうです。です

から、それを中心にほかのものと比較しながら検討してください。これは平成29年度

からのサービス開始ということで始まったばかりですので、一番現在のところは安い

のではないかと思っております。ランニングコストについては、負担金の10％削減と

あるいは町村に関してはさらに30％削減だとかそういう施策も打たれるようでありま

す。そういったことも含めて、ぜひ先ほど言ったように費用的な特別交付金での交付

があるうちに検討を急いで、導入に向けて町民の利便性確保、町の行政事務のスリム

化、そして先ほどご心配されたやっぱり情報の漏えいに対する心配、これについては
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今のシステム上この番号だけでは証明書発行だとかができないように、暗証番号を改

めて入力するだとかそういうセーフティーネットもちゃんと用意されておるようであ

りますので、その辺の確認の上よろしく検討を進めてほしいということで、次の質問

をします。 

      残業時間の削減についてということで、お尋ねをします。 

      国家公務員の一般職に労働基準法の適用はありませんが、地方公務員（役場職員）

の一般職は法の適用はあるのでしょうか。適用があるのであればおのずと残業時間も

明確に決まっておりますし、さきの議会でも指摘をいたしましたが、最近一部の職員

の深夜・休日残業が常態化しているという話を聞いております。長時間労働によるワ

ークバランスの崩壊、健康管理の不足がもたらすメンタル面への影響など、労働環境

の悪化が潜行しているのではないでしょうか。働き方改革が叫ばれる中、長時間労働

抑制システムを構築して残業時間を可視化し、業務の平準化、隠れ残業の撲滅などを

パソコンの稼働時間管理を通じ、業務改善を促し残業時間15％削減を実現すべきと考

えますが、ご所見をお尋ねします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、残業、時間外勤務の削減についてのご質問でございます。 

      初めに、本町職員の時間外勤務の実態でございますが平成28年度におきましては１

人平均月10時間で、最も多い部署では１人平均月21.3時間でありました。平成27年度

は１人平均月12.2時間、最も多い部署は月平均27.4時間でしたので、いずれも減少し

ております。今年度は１月までの集計では、１人平均11.6時間、最も多い部署では月

平均23.8時間となっております。その年度の状況によってさまざまな要因があり一概

に増減を判断することは難しい部分もございますが、今年度は最終的に昨年度を上回

る見込みとなっております。 

      地方公務員である町職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用さ

れます。ただし、地方公務員の特殊性から地方公務員法は地方公務員の労働基準とし

てなじまない労働基準法の一部の規定は地方公務員への適用を除外しております。 

      時間外勤務の取り扱いにつきましては、労働基準法第33条第３項の規定により、公

務のために必要がある場合はいわゆる36（さぶろく）協定がなくても時間外勤務を命
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じることができることと解釈されており、多くの自治体で同様の扱いをしているもの

でございます。ただし、長時間勤務者に対しては労働安全衛生法において健康の保持

を考慮して一月当たり100時間を超えかつ疲労の蓄積が認められる者については本人

の申し出により、医師の面接指導を行わなければならないとされているものです。 

      さて、働き方改革につきましては、民間企業での長時間労働や過労死の問題など大

変残念で痛ましい事件の発生等により、社会問題として大きくクローズアップされる

ことになりました。現在労働基準法や労働安全衛生法等の改正を含めた働き方改革関

連法案が国会で審議中でありますが、働く人々の視点に立った真の働き方改革の実現

に向け、国の動向を十分注視してまいりたいと思います。このように働き方改革が叫

ばれる中、町の職員の働き方への提案をいただきました。パソコンの稼働時間管理を

通じた長時間労働抑制システム構築でございます。現在本町で利用している職員端末

は、個々の端末をサーバーで管理する仕組みを採用しております。サーバーにはログ

イン、ログオフ等も含め全ての操作を監視するソフトが導入されており、職員がパソ

コンでどのような操作を行っているか、全て監視できている状況にあります。この監

視ソフトにより時間外の端末稼働状況の記録だけでなく、指定した時間にアラートあ

るいはメッセージを表示させ、その後自動的にログオフすることが可能となります。

ただしここでログオフの回避は可能なため時間外の端末操作全てが制限されるわけで

はありません。ログオフを回避した場合、再度画面の隅にアラートを表示することも

可能となっております。このソフトの運用回数に当たっては、庁内でのルールづくり

が必要となりますので、早速実施に向けての検討に着手したいと思います。 

      職員の時間内勤務の縮減につきましては、公務能率の向上の観点に加え、心身のリ

フレッシュや仕事と生活との調和の観点からもきわめて重要であると考えております。

監視ソフトを使うことも一つの方法でありますし、これまでの議会においてもお答え

しているように既存事業の見直しや事務事業の簡素・効率化、人員確保、柔軟な人員

の再配置、職員の意識啓発などの取り組みによっても超過勤務の縮減に努めてまいり

ます。 

      なお、削減の数値目標の必要性については、今後の検討課題であると認識いたしま

す。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 



３６０ 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      ありがとうございました。 

      それではシステムについてはもう既に入っているということなので、新たなコスト

はいらないんだということで、またコストの話から始めなきゃならないのかなという

ことで、１段目はクリアできました。本質的な議論をさせていただきますが、今るる

時間外勤務の現状についてお話をいただきました。これを取り扱う肝というか、基本

的な考え方を職員の皆様にお示しをしている、周知させている時間外勤務の取り扱い

の定めをしているもの、これについては当然ありますよね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      そういう職員の服務規定ということになろうかと思います。ちょっとかくにんしな

きゃならないですが、時間とかそういったものまではうたっていないんではないかと

思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      服務規程ではなくて、時間外勤務に特化したこれの取り扱いについての要綱があり

ます、大和町にも。その中でさまざま定めて、この間の議論させていただきましたけ

れども夜は10時までということだとか、その届け出の時間的な定めですか、何時まで

に所属長に届けるだとかそういったものについてはあると思います。再度、お尋ねを

します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      そういったものについてはございます。ございますといいますか、当然届とかそう
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いった手続とかですね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      ありがとうございます。 

      ですから、今回の質問の中でそういった取り扱いが十分機能しているかということ

を申し上げたいと思って、またこの時代に対して決めた内容というのが本当に妥当な

のかと。それはちゃんと守られているのかということをこの議論を通じて、結論を先

に申し上げますと見直してほしいんだと。システムの構築ではなくて、それの基礎と

なるものを見直してほしいと。ポイントで申し上げますと、今10時と定めた。これに

ついても形上は平成27年度の決算の審査の中でも指摘事項にされて、これは再度確認

をしているはずです。にもかかわらずそれがなかなか徹底されていないのではないか

ということもあって、今回はこれまでと違うぞと、このことについては徹底していく

ぞということで、10時を最大夜８時までというふうに明記すると。所属長を通じて総

務課長への届の時間も前倒しして今までは、例えば５時だったものを４時にするだと

か、そういうことによって強制力というか、４時にするだとか。そういうことによっ

て強制力を高めた……強制力というか、残業しにくい体質を強化するべきではないか

ということを申し上げたいということなんですね。それを監視するためにこのシステ

ムを利用してほしいということなんですが、突然10時がどうで８時がどうでというこ

とをこの場でお答えはできないのかもしれないけれども、やっぱり変革をさせるため

にはこれまでの延長線上であってはいけないという思いから申し上げます。そういう

ベースとなる分を検討していただくことはできますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ベースとなる部分の検討ということでございますけれども、全体の状況と現状とそ

れがどういう乖離になっているかという確認作業から始まるんだと。実際その８時10

時といった場合にそれ以上やっている人もいることはいるわけでございまして、現状
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それはわかるといいますか、そういった状況もありますのでどういった状況でという

か、そういった時間帯までいるケースもさまざまな場合があって、例えば災害があっ

た場合とかそういったこともあるわけですので、それは当時の状況の確認をさせても

らいたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      時間も限られていますので、私から要点だけを申し上げます。 

      今話された緊急時だとかあるいは災害時だとか、そういったものは常時とは全く違

う環境だということで、それはもう何をも増してそのときに力が発揮できるように通

常の勤務体制を整理するという意味でのお話と捉えていただきたいと思います。 

      私が今回申し上げたいのは先ほど言ったように、20時、要するに夜８時には完全退

庁と。週１回以上は定時退庁。パソコンのシステムを今導入されているものに５時に

なったら後30分で退庁時間ですよという表示を、まずさせると。８時完全退庁にする

ためには19時30分以降については、間もなく退庁時間ですよという表示を表示させる

と。20時以降にちゃんと皆さんがお帰りになっていらっしゃるかどうかの確認は、守

衛さんですか、そういった方が町内を見回しながらこのときにハンドベルを持って声

がけじゃなくてハンドベルを鳴らしながら庁舎内を点検して歩くと。それでもやむを

得ず時間外勤務をする場合には、午後４時まで所属長を通じて総務課長の許可をとる

と。20時を過ぎてもどうしてもやらなきゃならない、通常業務の時間外ですよ、やら

なきゃならない場合にはそれ以降については、所属長と総務課長にこの時代ですから

メールでこういう事情で時間外を延長しますということを報告すると。今度はここに

いらっしゃる皆さん、管理者側の方ですが業務名令をする場合には13時以降はその日

での資料の新たな提出だとかそういったものはしてはいけないと。要するに支持する

場合には余裕をもって、前もってこれこれの日まで提出するようにということを徹底

すると。これは最後が肝なんですよ。今職員の一番トップに君臨しているのは副町長

浅野喜高さんですが、この方のポスターをつくっていただいてそこに時間外勤務の体

制を変化させるためのメッセージを各課に張ると。それは職員のトップが言っている

ことだから、当然そこに連なる人たちはその意思をくんでやるということで、いつも

背中か横かはわかりませんが、副町長の顔が見られる状況にするということを今回の
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システムを運用することを検討する中で今言ったようなことを、可能か不可能かを含

めて検討してもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほどもありましたとおり、現状を把握はもちろんしていますが、再度把握をした

いとは思います。今お話のことにつきましては、基本的には非常によくわかります。

しかしというとまたかもしれませんけれども、仕事によっては８時までとかという時

間であっても次の日まで仕上げなきゃならないということもあったり、13時以降に新

しい仕事がないといわれてもどなたかから要請が町民の方からあったときにはやらな

きゃならないとかというケースもいろいろ出てきますので、今のは大いに参考にさせ

ていただきますけれどもいろんなケースがあろうと思いますので、見直しをする中で

今のご意見、副町長のポスターなんか非常にいいと思います。そういったことを含め

ていろいろ検討といいますか、勉強、研究させていただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      意をくんでいただいたことを感謝して。要するに何度も申し上げますが、どうして

もやらなきゃならないという例外条項みたいなものも、行政の文書には必ずついてい

ますよね。町長が最終的に判断をしたものは除くだとかということになりますよね。

だから逆にいうとこれは機能不全に陥るということにもつながるんです。ですから、

このことに関してだけは例外条項というか、それは先ほど災害時だとかの話でもあり

ましたように、これは職員がみずからそういう行動をとると私は信じておりますし命

令があるなし、本来はもちろんしなきゃならないんだけれども、そういうことに使命

感を持って公務員をなさっていらっしゃるんだろうと思います。ですから通常のこと

は明確にしておくべきだということなんです。今回問われているのは大和町のやる気

で町長のやる気で、要するに本気度なんです。今までの検討するだとかやりたいと思

うだとかそういうものではなくて、時間外勤務に対する本気度を示すということを、
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本気の改革というタイトルを浅野喜高さんの脇にでもどんと大文字で入れていただい

て、有言実行を強く求めたいと思います。これまでの改革を否定するものではありま

せん。新たにパワーアップして本気のこのことについての改革を求めたいと思います

ので、最後のご答弁をいただきます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      職場の環境といいますか、そういったものについては大変大切なものだと認識して

おります。役場職員の努力、それから議員皆様方のご協力、そういったものあって初

めてできていくものだと思っております。今おっしゃったこと等につきましてはいろ

いろ参考とさせていただきながらいろいろやっていきたいと思っておりますが、職場

の環境改善というものにつきましてはしっかりやっていかなければいけないと思って

おりますので、皆様方のご協力もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      以上で、私の発言を集結します。ありがとうございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で髙平聡雄君の一般質問を終わります。 

      ここで暫時休憩します。 

      再開は11時15分といたします。 

 

         午前１０時５９分  休 憩 

         午前１１時１５分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 
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      休憩前に引き続き一般質問を行います。 

      11番藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      私からは２件、４要旨について質問させていただきます。 

      １件目でございます。日米共同演習の安全対策について。 

      ＭＶ22オスプレイを初め、米軍、自衛隊の航空機の事故が多発をしております。日

米共同演習を前に７日に県の伊東昭代震災復興・企画部長が透谷防衛局に出向き、米

軍に対して安全対策の徹底や情報提供を求めるよう要望書をしたとの報道でございま

した。 

      １つ目として、東北防衛局の米軍への申し入れ内容とその回答について。 

      それから２番目といたしまして、米軍も含めた演習日程が演習場入り口に掲示され

た。今後の演習でも演習日程がわかるよう掲示することと、町に対しても演習日程が

わかる措置をとるよう申し入れをするべきではないかということでの質問です。 

      以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それではただいまの藤巻委員の日米共同演習の安全対策についてのご質問でござい

ます。 

      初めに、王城寺原演習場での日米共同訓練につきましては２月15日の木曜日から３

月２日金曜日、先週の金曜日まで訓練期間中事故等もなく、無事訓練が終了いたしま

したことをご報告させていただきたいと思います。 

      それでは、ご質問の１要旨目、東北防衛局の米軍への申し入れ内容と回答について

でございます。平成30年の２月７日に、宮城県及び大和町、大衡村、色麻町の地元３

町村で構成をいたします王城寺原演習場対策協議会といたしまして、防衛大臣に王城

寺原演習場における日米共同訓練の実施に関し、次の６項目につきまして要望書の提

出を行ったところでございます。 

      要望の「１項目」目につきましては、訓練のあり方についてであります。在沖縄米

軍による実弾射撃訓練が実施されることを考慮し、両訓練が同一年に重複して実施さ
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れることのないよう、訓練日程を十分調整すること。 

      「２項目」目は情報提供についてでありまして、適時、的確な情報の提供及び訓練

公開、ブリーフィングの実施等、訓練の透明性の確保に努めること。 

      「３項目」目につきましては、安全対策についてであります。 

      その１点目は人員や装備品の輸送も含め、安全対策に万全を期すこと。２点目、部

隊の秩序と規律が維持されること。３点目、米兵の外出についてできる限り差し控え

ることであります。 

      「４項目」につきましては訓練実施についてでありまして、訓練機関の短縮、日

曜・祝日の射撃訓練の未実施であります。 

      「５項目」目につきましては、オスプレイを含む米軍用機についてであります。 

      １点目、日米合同委員会の合意事項を遵守すること。２点目、機体の安全性を確保

した上で飛行経路や飛行区域、高度等については人家、学校等を避けて飛行する等、

地域住民の安全に配慮すること。３点目は、安全性に対して十分な説明を行うこと。

４点目は飛行ルートや飛行時間等の飛行計画を明示する等、情報提供を行うこと。５

点目は飛行に伴う騒音・振動等による生活環境への影響に配慮することであります。 

      「６項目」目につきましては、生活環境等についてでありまして、訓練に伴う騒

音・振動等による生活環境等への配慮等であります。 

      以上の６項目にわたります要望書につきまして、東北防衛局より米軍側へ提出をい

たし、米軍側からは口頭で要望書の内容については承知したということを東北防衛局

より、伝えられたところでございます。 

      次に、ご質問の２要旨目、米軍も含めた演習日程が演習場入り口に掲示された。今

後の演習でも演習日程がわかるように掲示することと、町に対しても演習日程がわか

る措置をとるよう申し入れを、についてであります。 

      演習日程の告知につきましては、王城寺原演習場の松原ゲートに実弾射撃訓練実施

の演習日程の告知がされておりまして、演習日程告知文の提供につきまして要請を行

い、提供を受けたところであります。 

      本町におきましては、庁内全課で組織する王城寺原演習場対策連絡会議の設置をい

たしまして、関係機関等と相互に連携しながら情報の収集及び情報の提供を行い、町

民の安全確保と事故等の防止に取り組んできたところでございます。 

      以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      では、再質問をさせていただきます。 

      まず、趣旨に沿ったところでは米軍からの回答が……どこだっけかな、承知したと、

それも口頭でということで、きちっと６項目にわたったものには本当に受けとめられ

ているのかというところでは、非常に疑問があるところでございます。という中で具

体にちょっと認識というか、そういったところでお聞きしたいと思うんですけれども、

今回特にオスプレイについてでございますが私も初日だと思うんですけれども、役場

上空というんですか、それから黒川病院になるのか４号線になるのか、要するに町な

かの上を飛んでいったんじゃないか、言いたいのは申し入れに反するというんですか、

申し入れを承知したということではあるんですけれどもそのとおりにしていただいた

かどうかその認識というんですか、そこのところをまずお聞きしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      確かに役場の上を通って、私も見ました。それでここを通っていったのでこれは申

し入れと違っていたということでございます。早速、即県と防衛庁に連絡をして、そ

ちらから米軍に抗議の、これは大和町だけではなくて色麻、大衡も一緒でございます

けれども、申し入れをしたところでございます。回答につきましては、学校区域１キ

ロメートル四方を飛行中止地区というんですか、にしたというか、するといいますか、

１回は飛んでいってしまったという事実があったわけでございますが、その申し入れ

に対してそういった回答をいただいたところでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      抗議の申し入れを３課長さん並びにというところでしょうか。ということで学校の

１キロメートル以内は飛行しないという回答ということでよろしい……（「四方」の
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声あり）四方、半径じゃなくて四方かな、１キロメートル四方はということでござい

ました。それと今回私も積水だから色麻になるのかな、積水のあたりで見させてとい

うかしらね、あそこにまっすぐな道路があるわけですけれども、あそこから一本王城

寺寄りというんですかね、農道のところで見ていたわけでございますが、そういう中

でいわゆるオスプレイの話ですけれども、ずっと要するに真上を飛ぶとか、要するに

農道の上を飛ぶとかあるいはもっというと457号線の東側まで行っているんじゃない

かなと見た目ではということで、後でその日の夕方だったかしら、その付近の方に、

457号線の近くの方にお話を伺いましたところ、要するに自分のうちの裏側を通って

457号線の東側まで行ってそれでＵターンをしてきて、それで自分のうちの前を通っ

て戻っていったということでございました。要するにそれはもう何というんでしょう、

行ったり来たりの王城寺原演習場への出入りということじゃなくて訓練として演習場

外に出て、演習場外を飛行している、それも何回もというそういう状況であったろう

なと思っております。ということで今回の申し入れの中にはさすがにそこまで想定し

ていなかったのかどうか、演習場内で訓練することみたいなことはなかったと思うん

ですけれども、言いたいことは米兵が外に出るより以上の話でございまして、これは

演習を演習場外でやるというちょっとこれはもうだめというか何というか、場所的に

は大衡村と色麻町の境のあたりでありましたけれども、そういう事態が逆に大和町内

においては確認はされているのかどうか１件だけ、そこをまずお聞きいたしたいと思

います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      大和町内ではなかったと思います。我々が確認している範囲でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      町内ではなかった。全部私も見ているわけじゃないですけれどもないのかなとは思

っております。という中で、やはり安全対策はということで、今回質問をさせていた
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だいたわけでございますが、やはりこれはきっちりとそういうことはもう二度と、と

いうんですか、出入りはしようがないとは言わないですけれども、それについてもう

一回言いたいと思うんですけれどもそういうことで。それに演習場外での訓練であろ

うとは何というんですか、出てきてＵターンしてまた戻るとそういったことを何度も

繰り返すというのは、もう演習場へ通勤とこういう言い方はないですけれどもそうい

うのとはまた違ったものということで、やはりこれはきちっと大和町内にはないとい

うことでありますけれどもやっぱり全体としては抗議することではないかと、私は思

うんですけれども町長、どのように。今の話の範囲で結構でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      飛行機がルートがそうなったということなのですが、ちょっと私も確認しておりま

せんしそれがどういうことだったのか、訓練だったのかどうか、色麻さんとか大衡さ

んの境なんですかね、そういった状況も確認をしてみたいと思います。状況がわから

ないのでなかなかですので。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      今いきなりの話かもしれないんですけれども、オスプレイというのをご存じのよう

にと言っちゃいけないですね、そのときはヘリコプターモードというんですか、いわ

ゆる空中停止できる状況の中で、通常の飛行というよりは明らかに訓練だろうと判断

したところでございますが、オスプレイについてだけちょこっとだけ調べたところだ

けでいえば事故率が低いんだよと言われていたわけですけれども、これは去年の11月

の新聞記事でございますが海兵隊全体の事故率を上回っているということで、従来言

われていたものの1.5倍になるんですかね、そういう機体というんですかそういった

ことでございますので、やはりきっちりとした調査と同時にもっというと先ほど言っ

た１キロメートル四方につきましても、それから住宅地のというのはもうそういう意

味では……ちょっとごめんなさい、戻る格好で申し訳ないんですけれどもそうすると
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学校の１キロメートル四方というところで飛行はしないということであると、それ以

外のところは回答はなかったということでよろしいでしょうか。要するに、例えば今

回役場の上空を飛んだとか、多分病院のそばを飛んだんだと思うんですけれども、そ

ういったことはやらないという回答はないと理解してよろしいんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      申し入れた内容が学校の上をという表現だったと思います、それで学校の上をとい

うあちらの回答が。役場の上をとか民間の上とかそういう細かいといいますか、そう

いったことではなくて学校の上といえば全部含まれるわけなんですが表現的に、学校

の上という表現だったということです。それで回答が学校の上という回答でした。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      じゃ、先ほどに戻ります。戻るわけじゃないですけれどもちょっと深めたいと思う

んですけれども、先ほどの５項目の２点目に、機体の安全を確保した上で飛行経路や

飛行区域、高度等については人家、学校等を避けて飛行する等、地域住民の安全に配

慮することという申し入れをしていただいている中で、あえて言えば向こうも学校だ

けに特定した返事をしたのかもしれないんですけれども、やはり市街地を飛ぶなとい

うことでのやはり確認というんですかね、申し入れということで今後していただけれ

ばと思っております。ちょっとどうして学校とやっちゃったのかなという思いがする

んですけれども、もしわかれば。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      市街地と大きくいえばということでございますけれども、今度の場合はどうしても
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学校の前というのが一番危険といいますか、前にもいろいろあったところでございま

すので強調してそこだけという意味で言ったわけではなかったんですけれども、学校

の上を飛ぶということはその近辺も通っているということですので、そういうことで

申し入れをしたところでございますが、表現についていろいろもう少し幅広いという

こともあると思います。今後、そういったことについては協議会の中でいろいろ内容

について、申し入れの内容につきましてもいろいろ精査しながら申し入れたいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      アメリカ軍に今回はちょっと違うかもしれないんですけれども、実は長崎に西の海

と書いて西海市というところがございまして、海に面している西海市でございますが

そこの中でホバークラフト型の上陸艦というんですかね、そういう船があるんですが

ホバークラフトですのでしぶきが上がるしうるさいということで、夜間の運航をしな

いということを米軍と約束をしているんだそうですが、にもかかわらず去年やっちゃ

ったということで九州防衛局で中止を要請したんですけれども、海軍のハイレベルで

決まったことでキャンセルは難しいというのが向こうの言葉ですけれども、というこ

とで断られたということでございます。 

      さらにこれは毎日新聞なんですけれども、取材に対しても昼夜行われる作戦行動で、

安全かつ効率的に運用できるよう夜間訓練を行う必要があると。要するに何を言いた

いかというと、約束をしているのに一方的に向こうの都合というんですか、そういっ

たこともあるということでアメリカもビジネスの社会だと思うんですけれども、ビジ

ネスの上においては信用をつくるのには何年もかかるけれども一瞬で壊しちまうぜと

いうのをわかっているんだろうと思うんですけれどもそれを考えないというか、自分

らの都合の上での行動、約束破りというんですか。だからここもだよという話ではな

いんですが、やはり言いたいのはきちっと申し入れでもわかりましたという口頭回答

かもしれませんけれども、やはり何度もそういうことでやっていく必要があるんじゃ

ないのかなと思いますけれども、そのことについてもし何かあれば、もう一度町長お

願いします。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      申し入れにつきましてはおっしゃるとおり米軍にしっかり伝えなければいけないと

思っておりますし、そういった今回のようなことがあったわけでございますので、な

お、そういったものについてしっかりと申し入れるようにしていかなければいけない

と思っておるし、そうやっていきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      ちょっともう一度だけ確認させていただきたいんですけれども、ですので訓練の今

回の申し入れの中になかったんですけれどもまさか訓練場外で訓練するということは

想定外だったようには思うんです。ですので、もしこれが私の目視では演習場外での

飛行訓練だと思うんですけれども、そういったことも含めた落ちのない申し入れとい

うんですか。そういったことにして、もし今後もまたオスプレイが来るということで

あれば容認するわけじゃないんですけれどもそういう中でも、やはり人家の周りをぐ

るっと一回りして戻るなんという訓練の上で、そういった行動はやはりそういうのも

含めたというんですか、そういう申し入れにしていく必要があるんじゃないのかなと。

要するに今回の中ではそこまで想定していなかったのかなという意味も含めて、やは

り訓練は演習場内に限ることみたいなことも考慮したやり方というんですか、そうい

ったものが必要じゃないかなと思うんですが、そのことについてだけお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      Ｕターンした事実というものをさっきも言いましたけれども私確認しているわけで

はないので、その辺につきましては色麻さんとか大衡さんとかその辺確認したいと思

っておりますし、その内容が訓練であったのかどうかということももちろん確認しな
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きゃならない。これは防衛省といいますか、そういうことです。そして確認した中で、

もしそういうことであればそういったことがないようにということの内容については

私一人決めるわけではなくて協議会ですので、協議会の中でそういったものはいろい

ろ話し合いながら皆さんの安心できるという言い方もおかしいんですけれども、少し

でも心配が少なくなることを申し入れをきちっとしていきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      先ほども言いましたように積水のそばの農道のところ近所の方もやはり心配そうに

車をとめたりして見ておられたということで、やはりあちこちで落ちたというそうい

う言い方もないんですが、中での心配での見ていたんじゃないのかなと思いますので、

ぜひそこいら辺の何というんでしょうね、申し入れたから安全というわけじゃないん

ですけれどもやはりそういったところを、ひとつお願いやっていただければと思いま

す。 

      では２要旨目でございますが、そうすると今現在は自衛隊から要するにたまたまと

いうか、こんなものといったって見えないかもしれないですけれどもこんなものが演

習場の入り口のところに、多分Ａ４だから大体こんなものだと思うんですけれどもこ

ういったものが掲示してあって、それがまちづくり政策課ですかね、こういうものが

あるんだけれども知っているかということでやったわけですけれども、今もう一度だ

け今はもうこれと同じではないですけれどもこういったものが提供されていると考え

ていいんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      議員お話のとおり、提供されております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 
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１ １ 番 （藤巻博史君） 

      それで日本語が通じたかどうかちょっと不安なんですけれども実は、例えばこれ２

月17日８時から17時まで、Ｍ４兵十米軍何とかという中身的にはそういったふうに書

いてあるんですけれども実はこれ私びっくりしたのは今までだと、自衛隊さんの何と

か部隊どこで何とかしますというのはあったんですけれども、今回初めて米軍が何々

しますというのがあったんです。私全部見ているわけじゃないですけれども10年近く

見ていて初めてだったもので、ですので要するに米軍もこういうことをするんだよと

いうのは私的にも初めてだったもので、やはり情報公開的には今回第９師団かな、の

判断なのかどうかちょっとそこら辺のところは本当に私もわからないんですけれども、

やはり公開できるものは公開してちょうだいということでそれも要旨に入れたつもり

だったんですけれども、ちょっとそこまで通じていないのかもしれないんですこれど

もそこら辺の引き続きの公開というのも確認していただければと思うんですが、いか

がでしょうか。町長が公開しますとは言うものじゃないんですけれども、お願いしま

す。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      王城寺原でそういったものがもしあった場合にはそういうことを公開してくれとい

うことだと思いますので、今回は公開してもらっていますのでそういった申し入れを

もしあった場合にはしてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      ただちょっとこれは揚げ足取りになりそうで嫌なんですけれども、実は２月23日の

もの普通は８時からなんですけれども７時からなんですよ、何でだか。なのに防災無

線は７時半に流れたのね。だからこれ見ていないのかと逆に思ったんです、普通は８

時で７時というのは余りないもので見落としたのか。ちょっとだからあえて聞いた部
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分でもあるんですけれども余り大した質問じゃないので、もしわかればというだけで

……。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻さん、それは７時とか８時は朝の７時とか８時ですか。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      もう少し丁寧に言います。要するに朝７時から演習が始まると書いてあるのに、防

災無線は７時半に流れたんです。だからもう始まっている時間にきょう演習がありま

すよと流れたので、きょうのものはそういう情報が来ていないのかなと思ったんでご

ざいます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      ちょっと確認しますが、その告知には８時からとなっているということですね。

（「７時からですね、ごめんなさい」の声あり）７時からと。 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      これにつきましては防災無線のセットにつきまして町のほうのミスといったら、自

動的になるものになったものですから、通常の時間でセットしておりました。今回７

時という時間ちょっといつもと違ったところでございまして、大変申しわけなくご迷

惑をおかけしました。今後そういうことのないようにしてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      そうかなとは思いながらもお聞きをしてみました。ということで王城寺について、

アメリカ軍の演習につきましてはどうしてもお約束していても何というんですか、場

外に外出とかそういったものがあるように思っております。という中でございますの

で、一つ一つ対応していただければと思っております。 

      以上で、１件目は終わります。 
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      ２件目に入ります。 

      汚染廃棄物の焼却処分についてでございます。汚染廃棄物の処理が必要であること

は論を待たないところでございます。１キログラム当たり8,000ベクレル以下の汚染

廃棄物を環境管理センターで、一般のごみと混ぜて混焼の試験焼却の方針とあります。

焼却処理とは実質は濃縮であり、バグフィルターの捕捉能力に疑問が出される中での

今回の焼却が行われます。 

      １つ目、焼却は最良の方法と考えているか。で少量ずつ燃やしても、総排出量は変

わらない。低濃度であれば高性能な計測が必要と思われる。 

      ２、周囲の環境測定の体制は。 

      以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それではただいまのご質問でございます。 

      焼却の処理方法でございますが、町に存在します農林業系廃棄物につきましては焼

却処理を予定しているもの、堆肥化処理を検討しているもの、林地還元を行うものな

どそれぞれの対応方法を考慮しているところでございます。このことにつきましては、

処理を検討する市町村長会議で400ベクレル以下のものにつきましては、各自治体が

焼却以外の方法である堆肥化やすき込みによって独自に処理をすることは可能とする

県の処理方法が示されたためでございます。焼却処理に当たりましては通常処理を行

っている一般廃棄物と混焼を行うものであり、実質濃縮されるとのことではあります

が環境管理センターで現在処理を行っている量は１日50トンでありまして、試験焼却

では１日１トンの汚染廃棄物を混ぜて燃やすこととしております。混焼の割合から濃

縮されて汚染濃度が著しく上昇することは想定されておらないところです。低濃度で

あれば高性能な計測が必要と思われるとのことですが、排ガス、焼却灰につてきまし

てはガイドラインに示されている測定方法にのっとり、基準値に適合しているかどう

か、確認を行うことになります。 

      また、これまでの処理実績から通常の一般廃棄物処理施設の処理方法で十分に除去

が可能であり、安全に処理ができているとされているところです。焼却は400ベクレ

ル以上で独自処理が行えない汚染廃棄物を適正に処理するための選択肢と考えます。



３７７ 

周囲の環境測定の体制につきましては今回の試験焼却を開始するため、モニタリング

ポストを環境省が設置しております。金取北公民館、環境管理センター、最終処分場

の３カ所に整備をしており２月中旬より空間線量の測定を開始しております。この測

定データにつきましては原子力規制庁のホームページで公表されておりまして、誰で

も確認することができる体制となっております。 

      また、役場にありますモニタリングポストの空間線量も同じホームページで公表さ

れているところでございます。 

      以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      なかなか質問の仕方が微妙でございまして、行政事務組合の理事長であり、また町

長であるという同じ方がですね、そういう中で町長に質問をするという立場でやって

いきたいなと思っております。 

      まず、今県議会の中でまだバグフィルター問題という言い方……解決はしていない

と私は思っているんですけれども、バグフィルターの性能というんですか、今私もそ

うだよなと思うんですけれどもちょっと私事ですけれども、豚ふんのろ過ということ

をずっとやっていたことがございまして、水に溶けているふんですね。あれをろ過す

るとでもやっぱり濁った水が出てくるわけです。そうするとどのぐらい残っているか

というのは乾燥させればどのぐらい残っているなというのは、そうすると全体入れる

前がこのぐらいで、そうするとどのぐらい出てきたとか捕捉されたかというのは、水

の場合は簡単で、簡単とは言わないけれども測定できるわけです。ところが空気、掃

除機も想定すれば出てきた空気の中にどのぐらいごみが残っているかというのは、な

かなか大変なんですね、そのどのぐらい残っているかというのを厳密にやろうと思う

と。 

      最初は例えば水の中に入れる。水の中に入れてもやっぱり捕獲できないと、そうい

う問題が今出ていまして、要するに何を言いたいかというとお尻から出てきた空気。

それの中に何もないから、んじゃ全部とれているんだろうという判断にはならないぞ

という今そういう面倒くさい議論が県の中でも行われているわけです。要するに排ガ

スの中にいろんなもの調べたけれどもないから99.9％とれているんだよという逆算方
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式ですよね。ところがそうはいかない。何でかといったら出てきた空気の中に、本当

にちゃんと何もないように全部調べているのかというあたりが非常に学者によっても

ということになるんでしょうかね。ですので今バグフィルターそのものへの疑問が払

拭されていないということですね。これはこれを言っちゃあおしまいだろうというこ

となんですけれども村井知事はそういうやり方の中で、バグフィルターの通過した後

の集塵機の性能にいろんな疑問があるよという指摘に対して、正直正確なそんな深い

知識があるわけではございません、専門家の方のいろんな意見を聞いて国の判断のも

とで大丈夫だと言っているんだから大丈夫だということで、何というんでしょうね、

そうはいっても自分の力で判断していただけないと、そういうことに今なっているわ

けでございます。これが前ふりの部分になります。 

      質問に入らせていただきます。これは元仙台赤十字病院の岡山先生のご指摘なんで

すけれども、今従来考えられていなかった焼却の問題点が今出てきていると。何かと

いうとセシウムがガラス状になった微粒子の中に閉じ込められた状態になっちゃうと。

それは焼却することによってそういうものが出てきちゃうということなんだそうで、

セシウムボールというもうサイズはいろいろあるようですけれどもその中でも５ミク

ロン以下と、５ミクロンですから1,000分の５ミリメートルですかね、以下のものに

ついては肺の奥まで入っちゃうと。そうすると出てこなくて肺の中で悪さをするとい

う状況になる。それが焼却によって出てくるのではないかと。まだそこの研究がされ

ていません、これは。だから、だよとは今の質問でもないんですけれども、のではな

いかという今現状のようでございます。そういう中で要するに普通のセシウムの場合

は水に溶けますので食べてもそのうち出ていくと、乱暴な言い方ですけれども体の中

には残らないという状態のようなんです。それが焼却によってセシウムのボールにな

って出ていかなくなってしまう可能性があるという中で、１つはそういう危険性が高

まるよという指摘はあります。 

      もう一度言うと、今現在でもいわゆる福島原発の放射性物質以外の放射性物質はど

う扱われているかということでは、電磁放射性障害防止規則というんですか、その中

で1,000ベクレル以上は放射性物質として厳重管理、100ベクレル以上は通常ごみ処理

処分禁止ということになっていて、これは今でも黒川病院なりあるいはいろんな研究

施設ではもし放射性物質を扱うということであれば、今現在も生きていますというこ

とについては生きているわけです。ちょっと合意したいと思いますので、生きており

ますよね。生きているということで確認したいと思います。ちょっとんじゃ言い方を

変えますね、申しわけありません。今生きているということで、要するにいわゆる
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8,000ベクレルという今特措法で出ている数値で管理するものと、病院内では1,000ベ

クレルというものとダブルスタンダードに今国の政策がなっていると。そういうこと

で確認なんだよということで確認したいと思うんです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      午後からでもよろしいですか。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      はい、いいです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      そうですか。 

      じゃここで暫時休憩します。 

      再開は午後１時といたします。 

 

         午後０時００分  休 憩 

         午後１時００分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き一般質問を行います。 

      藤巻議員の午前の再質問ございましたけれども、もう一度簡単にまとめてから入り

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      いわゆる特措法の8,000ベクレルということと、先ほど申しましたけれどもそれ以

外の例えば病院などにおける1,000ベクレル以上は放射性のもの、100ベクレル以上の

ものについては普通のごみと一緒にしちゃいけないよというダブルスタンダードにな

っているということについては町長ご認識だと思うんですが、そこを確認させてくだ

さい。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      病院関係というんですか、医療関係というんでしょうか100から1,000ベクレルとい

うのは、ちょっと私の頭の中にはなかったところでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      要するに8,000ベクレルという言い方をしているのは原発事故によって拡散された

放射性物質についてだけでありまして、例えばそういう大きいのがあるかどうかとし

て病院の中で1,000ベクレルパーキログラム以上のものは今でも厳重管理。私もよく

わからないですけれども、いろんな管理にされているような、そういった管理になっ

ているはずでございます。 

      それから100ベクレル以上のものについても、通常100から1,000の間ですね、それ

についても通常のごみとしての処分、いわゆる燃やしたりしてはいけないという管理

になっております。そういうのがこの日本の中でもある部分についてはある中で私が

言いたいのは、今回特措法においていってみれば100ベクレルから8,000ベクレルに80

倍といったら80分の１というのか、基準が変わったわけでございます、放射性物質と

して扱う。ですのでなるべく通常というんですか、丁寧なやり方が必要なんだろうな

と思っております。そういう中で県の基本的な考え方として8,000ベクレルパーキロ

グラム以下のものは通常な廃棄物処分法で安全に管理することができるんだと。それ

から汚染物の8,000ベクレル以上については指定廃棄物として国が処理するんだとい

うことで、これがたとえ県があるいは国が基本的な考え方としてあったとしても、や

はり先ほど申しましたようにダブルスタンダードといいますか、原子力施設とか病院

とかあるいは研究施設の中では100ベクレルが境目になっているのに、いわゆる野面

に積んであるのは8,000ベクレルが境目になっているという現実の上で、じゃどう処

理をしていくのかということではやはり丁寧な処理が必要であろうと思います。 

      もうちょっと先に進めますけれども、その中でいわゆる混焼をするんだということ

でございます。10対１にして普通のごみ10に対して放射性のごみを１混ぜて燃やすと
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いうやり方。これも非常に問題があるやり方であろうと思います。というのは、基準

以上あるいは基準にかなり近いものに対して何かと混ぜて処分するというのは、これ

は汚染物の処理のやり方としては反対だろうと思うので、そこのところお聞きしたい

と思うんです。例えば環境公社で水銀がちょっと、あるいは鉛がオーバーしそうだと

いうときに水を混ぜて薄めるというやり方はこれはもう絶対許されないと思うんです

が、今回の場合は順序を変えて例えば焼却灰があった、それにほかの焼却灰を混ぜて

というのと考え方とすれば同じ考え方で、やはりいわゆる問題があるというんですか、

汚染されたものを処理するのは濃いのは濃いままで管理するというのが、やり方とす

れば薄めて管理するというんじゃなくて。そういう思いがあるんですが、そのことに

ついてのご見解をお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、さっきのことでございますが２つあるということ、これについては私ももう

少し調べてみたいと思っておりますが8,000ベクレル以下というものの基準について

はいつもといいますか、前から説明されておるとおり人が１年間に１ミリシーベルト

というものがあって、それを年間で割り戻してということでございます。病院でもレ

ントゲン技師とかああいった方々について、ああいった方は50ミリシーベルトになっ

ているんだそうでございますけれども、年間ですね。一般の方々は１ミリという形で

そういった形の技師はここにバッチをつけていて、その都度少しその変化といいます

か、それを見ながらなんということでありますけれども、50ミリシーベルトというと

ころまで年間のそれがあってもいいわけではもちろんないんでしょうが、そういった

基準があると聞いております。100ベクレルから1,000ベクレルというものについて取

り扱う病院もいろいろあるようでございまして、放射能の物質の取扱店とか原発あた

りとかそういったところでやっているということでございますので、そういった基準

があるということでございますのでなお私もちょっと勉強してみたいと思いますが、

１ミリシーベルトの根拠というのはそういうことでありまして、そこから8,000ベク

レルというのは出てきていると。そういうことだったことでございます。 

      それから混焼でございますけれども、薄めるという言い方、水銀とかそういったも

ののお話ですが全てがそういったものとまた別、同じ考えということがどうなのか。
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薄めることでなくなったわけではないということでございますが、希釈ということで

すね。そういうことで基準値の数値を下げるということでございますから混焼すれば

もちろん濃くなるということはありうるんですが、それを希釈するということで10対

１という考え方になるわけでございます。それでその基準値とどうなるか、今回は試

験ということでございますのでその辺を基準値以下になるか、もちろんなるというも

のの中でするわけでございますが、混焼とはいいながらそういった形で希釈するとい

うことで影響のないレベルまで下げるという考え方と思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      いわゆるこれは本当に先ほど申しましたけれども希釈して環境中に出すあるいは埋

めるにいたしましても、先ほど申しましたように水銀なり何なりという言い方ちょっ

と少し毒がある言い方でございますけれどもやはりそれはもちろん例えば水で希釈し

て放出するというのは許されないのだということは、これはもう皆さん理解できると

ころであろうと思います。それと今回の混焼というものにつきましても目方の上で増

量というのかしらね。混焼でございますのでそういうことで灰の中のパーセンテージ

を下げて10分の１になるんでしょうかね、そういうやり方というのが本当にあるいは

もっといえば先ほど言ったように有害物質の扱いと何ら変わらなくなるのではないか

と私には思われるところでございます。やはりいわゆる環境行政というんですかね、

そういった中では基本的におかしいといったものになるんじゃないかなと思います。

そしてそういう中でそうはいっても行政事務組合の中で、実はちょっと風邪をひいて

行政事務組合委員としてはちょっと質問できなかったんですけれども、混焼というや

り方でという方向のようでございますが、そういう中で大和町の廃棄物の処理及び清

掃に関する条例という中に第１条からずっと書いてあって、その中で次の各号に掲げ

るものは一般廃棄物処理計画の定めるところにより、町が行う処理の対象とはしない

ということで有害性のあるもの、危険性のあるもの、引火性のあるもの、著しく悪臭

を発するもの云々ということで、その２として何人も町が行う一般廃棄物の収集に際

して、前記各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを輩出しては

ならないという中で、要するに私的には先ほど申しました今まで80ベクレル以上のも

のが放射性の一般ごみと一緒ではだめですよといったのが、一気に8,000ベクレル今
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なったわけでございますが、これは特措法上でのそういう処理ということで基本は80

ベクレル以上のものがそういう扱いをしてはいけないという中で、今回の処理方法と

いうものが県から示されたのだろうと思っております。やはり今回その質問に立って

いるのは、理事長と町長との使い分けがもしあるということであれば町長の立場とす

れば今申し上げました第12条の中で有害性のあるもの、危険性のあるものに該当する

ものであるとするならば収集に際して輩出してはならない。そういう一般廃棄物とし

て有害性のあるものとかそういったものは輩出してはならないという判断の上に立っ

て、これは理屈の上では町長の権限でこういう処理、少なくても町内にあるものにつ

いてはそういう判断ができるのではないかなと思っておりますが、やるやらないじゃ

なくて可能性として、町長として危険性があるあるいは有害性があると認識があるの

であれば、町内のものについての収集はしないという言い方はちょっとですけれども、

そういう処分方法としては行わないということがやれるのではないかなと思いますの

で、そのことについてご見解をお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町長としてということでございますが、この状況になったのにつきましては間もな

く３月11日まいりますが大変な大きな事故があって、そしてその事故の結果こういっ

た事象が出てきております。今復旧・復興みんなしてやっている中で、こういったも

のを処理をして、さらなる復旧・復興ということを進めていくということを非常に大

切だと思っておりますし、また保管しておられる農家さん、何も責任のない方です。

今黙って保管していただいております。そういった方に対しましてのことも考えれば

やはり震災からの立ち直りそういったことを考えた場合には、決断すべきところは決

断しなければいけないと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      藤巻博史君。 

 

１ １ 番 （藤巻博史君） 

      私も一番最初に言ったようにこの廃棄物処分することについては何の異論がないわ



３８４ 

けでございますが、そのやり方といたしまして今回提起されておりますやり方が、本

当に放射性を扱う上でのやり方とすれば最悪ではないかという立場で質問をさせてい

ただきました。ですので途中での路線変更も可能だろうと思って、最後の質問をさせ

ていただきました。ということで、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で藤巻博史君の一般質問を終わります。 

      引き続き一般質問を行います。 

      ２番今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      それでは、私から１件、３要旨お願いしたいと思います。 

      大和町の観光について。 

      大和町全体の観光の拠点としての役割を担う「吉岡宿本陣観光案内所」の今後の運

営方針と大和町の観光に対しての戦略をお伺いいたします。 

      今まで本陣案内所については大和町の商店街と位置するところにあることから、商

業の活性化と結びつけた利活用と吉岡地区内のさらなる観光整備により観光客の回遊

などの考えについて、伺ってまいりました。 

      来年度の計画によると、大和町観光物産協会を案内所に移し、施政方針の中でも大

和町の積極的な来訪者の呼び込みとおもてなしを行うとあり、今後の案内所運営に大

きく期待するところでございます。 

      そこで次の３点について、町長の観光についての考えをお伺いいたします。 

      １つ、大和町観光物産協会を移したことによりどのような効果を期待しているのか。 

      ２つ目、積極的な来訪者の呼び込みとおもてなしに関する施策は。 

      ３つ目、観光客を呼び込むに当たり吉岡地区内の観光施設の整備などが必須となる

と思われますが、その計画はということです。 

      その３点、お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      それでは、大和町の観光についてのご質問でございました。 

      初めに、大和町観光物産協会を移したことによりどのような効果を期待するかにつ

いてでございますが、大和町観光物産協会の事務所を吉岡コミュニティーセンターか

ら吉岡本陣案内所へ事務所を移転することにより事務所を一元化し、人件費の削減と

業務の効率化を図り町の観光拠点の場として、来訪者に対しましてパネルやパンフレ

ットなどにより特産品、地場産品、飲食店の紹介、歴史文化、観光施設やイベントの

紹介を行い、地場産品等の展示販売等を充実させるなど大和町の観光や物産の情報発

信の場として期待しているものでございます。 

      次に、積極的な来訪者の呼び込みとおもてなしに関する施策でありますが、吉岡本

陣案内所をルートに組み入れたバスツアーの広告掲載と運行業務を業者に委託し、仙

台市管内で募集を行い町外からの誘客を図るため、ことし２月22日に実施いたしまし

た。バスツアーは３月20日にも実施することで、現在募集を行っております。今年度

は冬場の誘客を取り組むため試行的に実施いたしましたが宮城県におきましても、伊

達いわなＰＲ事業の一環としまして３月24日に実施する町内バスツアーを企画いたし

ましたが、定員30名に対しまして100名を超える応募がありました。平成30年度はバ

スツアーの実施とあわせた伊達いわな等のＰＲ促進に取り組み、また新しくできまし

た吉田地区とのワイナリーとの連携なども考慮しながら町内への誘客を図っていきた

いと考えております。 

      次に吉岡地区の観光施設の整備についてでありますが、吉岡地区にはさまざまな観

光資源がありますが、観光施設としての整備につきましてはくろかわ商工会や関係者

と連携しながら検討してまいりたいと考えております。 

      以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      今回質問させていただきましたもの前回も同じような質問をさせていただきまして、

観光案内所というものをどうお考えですかと、また長期にわたってのその場所で観光

というものをしっかり考えていったほうがよろしいんじゃないかというお話をさせて

いただきましたところ、あそこは貸借物件であって大家さんのお考えもあるからなか

なかそういう長期間にわたってのところは難しいんじゃないかというお話を伺って、
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長期的な考え方ができないお話だったので今回このような形に変わったということで、

何かいいところへ方向に好転したかなと考えておりました。いつもですと町長はこう

いったものが行われると、まず利用者の要望ですとか地元の商店街のお考えですとか、

関係機関のお考えを聞きながら計画を立て、実施に移していく形なんですが今回はも

う早速物産協会を移されるという動きがあったものですから、そこいらどのようなお

考えがあったのか、どのような計画が持ち上がってこういう動きになったのか、そこ

いらをちょっとご説明いただければと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      前回もそういったつもりはなかったんですが、ただ建物は借りているものですから

こっちが勝手にはできませんということは申し上げたかもしれませんけれども、考え

方としては長期といいますか、単発でという考え方ではなくと思っておりました。今

回の計画といいますか、考え方といいますかにつきましては、そのとおり観光物産協

会を今ちょっと引っ込んだところにおりますのでメインに出てもらって、本来の観光

物産協会としての活躍を全面でやってもらうということもございます。 

      また吉岡ということで、映画が中心で、まずスタートしたものですから吉岡地区と

いうことでやってまいりましたけれども、ああいった形で吉岡地区に来た方々も観光

案内所で大和町のほかの施設とかそういったことについてのご質問等々もあるという

ことでもありますので、幅広く今回はもちろん吉岡地区ということも含めた中での全

体の観光案内所という考え方を持っておるところでございます。ただこれについては、

いつもほかの人の意見を聞きながらということでございますけれども、やはり町だけ

ではなくてそういった関係者の方々のご協力というのはぜひ必要なんだと、これは私

は思うんです。そうでないとなかなか町だけの思いでいいのかというものもございま

すし、やっぱり地域の方々なりその地区の今回観光の地区があるわけですからそうい

った方々のご意見も、当然取り入れながらやっていかなければならないと思っていま

すので、ご協力はぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 
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２ 番 （今野信一君） 

      というと今回の運営に当たりましては特段ほかの団体との協議を行ったとかそうい

う形で観光に改めて考え直す、計画を立てることはなさっていなかったということで

しょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ほかの団体というのはどういうイメージなのか、商工会とかそういう意味なんでし

ょうかね。団体というか物産協会とは相談はもちろんしているわけでございますけれ

ども、ほかの団体というか今までおつき合いのない団体とかそういうところとお話し

たとかそういうことではなくて考えてきております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      物産協会との話し合いの中で今回はそこをメインにして、向こうに移るということ

は物産協会もあそこで業務を行うということで、物販の販売とかそういったところま

でも物産協会にお任せして行う形になるんでしょうか。物産協会今までの業務のほか

にそういうことがプラスして、そこに来たお客様のお相手もするという形になってい

くのか。そこいらはどういう形態になっていくのか、ちょっとお聞かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      物販といいますか、今売っているものを物販というものもあろうと思いますし、場

合によっては日がわりとか、日がわりで例えばほかの大和町のなかなかメインに出て

こないものを紹介して売るとか、そういったこともあったらいいだろうなという考え
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方は持っております。基本的には物産協会お一人でございますが、あとお二人ですか

ね。そのほかにパートといいますかお手伝いしてもらう方を加えて４人態勢、通常３

人ですかね、という形の中でを考えております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      ３人のメンバーでそういう業務を行い、いろいろ物産協会の話なんかも聞くと結構

出張というんでしょうか、物販の仕事なんかもありますからそういうものを持ってい

ろんなイベント会場に行ったりとかそういうことがあったりして、結構大変な部分も

あるところがあり、人員的にももう少しふえればいいのにねという話もちょっとお伺

いしたことがあるんですが、そういったことに今までやってきたことプラス販売とか

そういった運営自体のあそこの案内所、そこいらの運営なんかもするということにな

ると、少し増員なんかも必要なのかなとも考えたんですが、今回積極的にお客さんを

大和町に取り入れるそういうお気持ちがあるということで、ますますお忙しくなるん

じゃないかなと思われますが、そこいらの補強みたいなものは特にはなかったんでし

ょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      例えば団体で来られるとか案内が必要なときとかそういった場合には、別個案内を

頼むという形で考えておりますので、そういったプラス要因はあると思っております。

ですから常にその人数でくるくる回すんではなくて、先ほど言いましたバスツアーと

か、あと団体の申し込みがあったり、そういったこともございますので、そういった

ときにはそういった陣容で接待といいますかおもてなしといいますか、やっていくと

いう考え方でございます。基本的に通常３人でという考え方でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 
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２ 番 （今野信一君） 

      ありがとうございました。そこいら少し懸念されましたので、十分に来たお客さん

にご迷惑がかからない形で対処していただければなと考えます。回答を見ましたとこ

ろ、物産協会にせっかく来ていただいて何を期待するのかというお答えに対して人件

費の削減がと効率化が図られるということがありまして、もうちょっと戦略的なこと

があってもいいのかなと考えたんですが、何かそこいらのお話、物産協会が来たから

新しいイベントを起こすとかこういう企画があるんだとか、そういうところのお話と

いうのは後にバスツアーみたいなものもあるんですがそのほか通年を通じて物産協会

としてといいましょうか、新たな形での取り組み方の一つの考えみたいなものが出な

いのかというところ、戦略的なところを何か効率化とか人件費削減とかそういったほ

かにも、守りじゃなくて攻めのような形の何かがなかったのかということをお伺いし

たいと。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      これについては私の思いだけというわけにはなかなかいかないので、物産協会の考

え方ということもあると思っているんです。いろいろ考え方としましてさっきも申し

ましたけれどもバスツアーとかそういったことは今スタートもしておる中でございま

す。前にも申し上げましたけれども伊達いわなの展示という言い方もおかしいんです

けれどもやるとか、そういったものを準備しておりますし、またこれは私が個人的の

考えですけれども、例えばあそこで１日寿司屋とかですね、いわなを食わせるところ

なかなか大和町にないものですからそのツアーの人が来たときに試食的に食べてもら

うとか、例えばさっきも言いましたけれどもいろんなお店が大和町あります。なかな

かこちらの大和町でも知られていないというか、非常にいいお店があるんですがそう

いったお店に１日出店してもらうとか毎週店変わりといいますか、そういったことと

かいろいろやれるんだと私個人としては思っております。その辺について産業振興課

からも提案をして、今物産協会の方々といろいろご相談をさせてもらっておるところ

でございますけれども、我々から言うこともあるんですけれどもそういったことで、

皆さん商工会とかあるいは地域のいろんな団体の方々からご提案もいただければと思
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っております。ただあくまで物産協会が主体なものですから余り出しゃばっても物産

協会もやりづらくなったりするのかなと私個人的に勝手に思っているんですけれども、

いろいろ企画としてはいろんなことができるんだろうと思いますし、アイデアとして

はそういったことで私の考えを産業課に言ったり産業課でもいろんなアイデアを出し

ながら今物産協会とも企画づくりといいますか、一緒にやっているところでございま

す。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      大変町長もいろいろアイデアをお持ちのようでそういうのは皆さんの考えを出し合

う場というか、会議の場というものは設定されるのか、運営自体も物産協会にお任せ

してアイデアを出し合う場というのはあるのかなと。地元商店街で商工会とか、その

ほかにもほかの観光関係の方ですとか、そういったいろいろな人が出てくるのかなと

は思うんですが、そういった人たちが一堂に会してアイデアを出し合うとかそういう

収集するための方策は、これは物産協会にお任せということなんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      お任せとかではなくて、今も物産協会と産業振興課でそういった年間を通しての考

え方とかそういったものの打ち合わせを、今しておるところでございます。そういっ

た中である程度基本的なものが決まれば今度商工会の方とかそういった方のご意見も、

最初から入るという方法もあるのかもしれませんけれども今のところ、まず移ってく

るということで新しいスタートでございますので、今町と物産協会の中で打ち合わせ

をしているという状況と。もっと具体的になれば当然まるごと市とか商工会とか地元

の方々とのご意見をもらうというか、そういった機会もつくれるんだと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 
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２ 番 （今野信一君） 

      じゃある程度計画ができてから皆さんにお諮りする形という考え方でよろしいんで

しょうか。企画の段階から入るわけではなく、そういったある程度の形ができ、それ

を示されるという形で運営を図っていかれるわけですね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      考え方としまして、今もう３月に入っているものですから今から工事とか入ります。

工事とか終わって４月６日にオープンをするところでございます。そういった状況で

すので今はそっちの準備がちょっとやっているところでございますので、皆さんに最

初から入ってもらうというのは今の段階ではちょっと難しいんではないかと思います。

どういう形でスタートするか陣容とかも今人の募集とかもやっているわけでございま

すので、そういったことのある程度整ったというか、そういう基礎ができれば町と物

産協会でそうやって年間の大体のスケジュールといいますか、そういったものができ

てきて、そしてその中に今度来月こういうものをやりたい、やるとかどういうのをや

るとかというご意見は皆さんから聞くケースもあるんではないかと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      大和町の第４次総合計画この間渡されたものなんですけれども、そちらには３カ年

計画で本陣案内所を物産協会に委託してという形で３年間はそこで物産協会がやるの

かなということなんですが、最初の質問でもあったんですが、大家さんとの話し合い

というかそういうことでどのぐらいの期間というものでこの計画といいましょうか、

中を改装しておるということですから結構長期にわたってのことかなとは思うんです

が、そういう５年なのか10年なのか、そういったところというのはお決まりになって

いるんですか。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      お示しした計画は３年計画ですので３年ということになっております。大家さんと

の話し合いで５年なのか10年かという話はしておりません。今の段階すぐどうのこう

のというお考えはないようですので、できるだけ長期といいますか、考えていきたい

と思っております。運営につきましてはそれこそ今からやっていった内容がどんどん

よくなればどんどん続けていくということになってまいりますので、間違うというこ

とはもちろん必要なのかもしれませんけれどもそういってみんなで盛り上げていって、

そしてこうやっていく。これがみんないい場所だね、必要な場所だねというものにな

っていけば当然ずっとつながっていくものと私は思っております。５年なんですか、

10年なんですかといことではなくていい企画といいますか、いい内容でずっと続けて

いければと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      きのう浅野俊彦議員のお話の中で、協働のお話でこういうことも共同でといいまし

ょうか、動けるのかなとは思うんですがある程度、町長もそのときにお話ししたとこ

ろで町からの情報発信というもの大変重要なんじゃないかということがお話がなるほ

どなと聞いておりました。やはり町からこういう観光をやりたいんだと。こういう形

でやりたいんだ、大きなことをといいましょうか、こういう方針を示していただいて、

そういったものが我々だけでなく一般の方々にまで浸透していただきまして、それが

普段でも語られる形に、今度案内所がこういう形で変わるんだって見たいな形の会話

がそういう話が盛り上がることによって、協働という気持ちも出てくるのかなと考え

ます。やっぱりそういう町での、こう変わるんだ、施政方針の中でも物産協会が移る

ということに関しては２行か３行ぐらいのお話だけだったので、もうちょっと町長が

お考えがあるんじゃないかと思いまして、このような質問の時間をとりましてもう少

し掘り下げたいなと考えたわけなんですが、やっぱりそういう思いというものを発信

していただきまして、町民の議論といいましょうかいろいろお話、話題にも上ってい
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ただく形になって、そういう盛り上げ方をしていただき協働の気持ちがわいていただ

きまして、町が盛り上がる形が一番いいのかなとは考えるわけです。ですから５年、

10年の話ではないんですけれどもそういった機運を盛り上げるためにも、やはり話題

性のある運営の仕方、盛り上げ方を考えた上での舵をとるやり方というものも必要な

のかなと思いまして、今回こういう質問をさせていただいているわけなんですが、せ

っかくバスツアーなんかでもたくさんの人が応募して大和町に来ていただく中で、観

光施設の整備みたいなものが重要なことになってくるんじゃないかと思うわけなんで

すが、先ほどの答弁の中でも吉岡には余り来ていただいたんですけれども、おもてな

しをする形の整備というものは余り考えてらっしゃらない。そこから先はくろかわ商

工会とか関係者と連携をしながらそこからは入ってくる形なんですが、そういったと

ころで少しちょっとちぐはぐなところがあるんじゃないかなと考えるわけなんです。

町長はやはりもう少し形にするならば形にして発信して、皆さんの意見を聞く、そう

いう形になるのか、それとも物産協会とだけ話し合いを持ちある程度進めた上で出す

のか。そういったところでちょっとどっちがいいのか、どっちつかずになっているの

かなと考えるんですがそこいらも含めた上で、町民みんなで考えていける形というも

のについて、町長はどのようにお考えでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      考えが薄くて申しわけないんですけれども、そういうつもりはないんですね。私は

皆さんで盛り上げていってほしいという思いなんです。町で場所とかそういったもの

は用意するといったら語弊がありますね、そういった形で準備をしてそういった環境

づくりをして、もちろん最初のスタートは今言っているとおり企画とか今やっていま

すけれどもそういったものを利活用してもらって、住民の皆様方ですね、そういった

方に一緒に参加してもらってそしてどんどん盛り上げてこうやって以降ああやって行

こうとやっていってもらいたいと私は思っているんですね。町でリーダーシップをと

ってということももちろん大事なことなんだと思いますけれども、町だけで町の思い

だけでやるというのはやっぱりちょっと違うんだろうと思っておりまして、そのため

にも協働とおっしゃるそのとおり、それを大切にしたいと私はうんと思っておるんで

す。そこがちょっと私の思いが皆さんのところに伝わっていないんだなと大変申しわ
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けなく思うんですけれども、町がというのも大切なんですがこういうのをやろう、町

よというか、そういう盛り上がりというか我々町がやります、さあどうぞ皆さん一緒

にやりましょうというものもあるかもしれませんけれども、それからそれにつながっ

てきて今度皆さんがやろうやこういうのもおもしろいね、こういうのはどうだという

アイデアとか出してもらいながらどんどん盛り上がっていくというか、そうであって

ほしいなと私は思っているんです。吉岡には力を入れていないというお話ですけれど

も、吉岡地区にはいろんなものがあってどれをどうやったらいいというのは我々だけ

ではちょっとあるようでないところがあったりするんですね。それで皆さんの意見を

聞きながらというのは、こういう観光資源こういうのだったら皆さんはこれをどうし

たい、あれを買ったらどうだという意見も我々ほしいんです。我々がこうやりましょ

うということはもちろん大切なのかもしれませんけれどもその辺でそれこそ協働とい

いますか、みんなでのまちづくりがそういうんではないかと私は思っているんですね。

私の言い方があいまいだからだめなんだということなんだろうけれども、じゃこうし

ますよ、みんなやるぞ来いと言って、皆さんがそうだといってついてきてくれれば町

長言ったからしゃあないなということはあるかもしれないけれども、現実的にそれを

継続していくとなった場合には、やっぱり皆さんでこういうことをやりたい、こうい

うことをやっていこうというのが私はいいんでないかなと思っておるんです。お答え

になったかどうかわかりませんけれども……。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      私もそういうやり方もいいような気がするんですよね。でも何というか、やはり今

少しどうも投票率の低さとかそういったことを考えると、町民というのが余り町のや

り方ということが余り興味がないというところが出てきているのかなと。やはりそう

いうところがあるがゆえに、今一つ政策にしても町がやっていることだからというこ

とで乖離してしまっている部分があるのかなと。町の町民が入りやすいそういう案内

所みたいなところはそういうところが出やすい、ものすごくやりやすいところかなと

いう一例ではないかなと。そういったところに町と各種団体が一緒になってできる協

働というものが組み入れられれば物すごくいいのかなと考えられます。やはり一つ町

でリーダーシップをとっていただけるのが、そういうやり方とかいろいろあるんでし
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ょうけれども今回の場合ですとどうしてもあそこを始めたのが町で、もちろん映画と

いうところがありましたので急ぎ町でやって、そこのところには余り商工会とかそう

いったところ入ってこなかった気がいたしまして町での運営ということになっている

わけですけれども、今後続けていくんであるならばやはりそういったところにいろん

な団体が入りまして意見が言いやすい形そういったものが必要なのかなとも考え、そ

ういったところから協働の作業ができるのかなとも考えるわけですよね。もちろん町

ではみんな来いよというところはあるかと思うんですが、こっちでは町が勝手にやっ

ているもんだという見方が逆にあったりなんかして、そこで妙な溝ができているとこ

ろもあるんですね。何かそこいらうまくいかないのかなと思い、今回物産協会が入る

んだってということで、じゃそこで何か新しいことをお考えなのかというところに話

が行くわけですよね。そこのところが今一つ、町長のそういう今のお考え方が示され

ていないというか、届いていないところがある気がするんですが、町長はどう思いま

すか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      私の気持ちが届いていないというか、考えが届いていないと。町としてあそこを継

続してやって物産協会に入ってもらって、町の情報の発信の場にするということを申

し上げておるんですね。それで、やり方としてさっき言いましたけれどもそういうこ

とも私個人ではいろいろ考えているところは個人なんですけれども、そういった企画

を今物産協会と町で全体的な大きな計画をつくっていますと。そしてそこに今後いろ

いろご意見とかもらう場を設けたいということで、何をしますということを言えとい

うことなんでしょうか。具体的にこういう事業をします、お祭りをします、それとも

何をしますということを明確にしろということなんですかね。それがちょっと私表現

が悪いのかな。あと商工会とか抜いて案内所をやったということですが、そういうこ

とではなくて商工会にも声をかけたんですけれどもなかなかでやった経緯があったり

とかがありまして、商工会とかに協力してもらうのは我々はうんと待っているんです。

本当は商工会とかそういったところがやっぱりやっていくべきというか、一緒にやっ

てもらえればなと思うところがあって、まるごと市とか今一緒にやってもらっていま

すけれども、ああいう形で協働でやってもらうのがいいなと思っています。発信とい
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うのについてもっと具体的に１年間のスケジュールを示すとか、そういった形でやれ

ばいいんでしょうかね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      町長はどういうまちづくりをしたいのかとか、あそこの施設をどういう形にしたい

のかとか、そういう思いといいましょうか、それが通じていないのかもしれませんね。

だから町長が昔だったらこういう建物を建てるとかわかりやすいところがあったんだ

と思うんですが、町長は施政方針の中でも大きな目玉という形でこれをことしはやり

たいんだと。そのほかにこれをメインに考える、ですからことしはこれでみんなで行

きましょうやというリーダーシップという形のものが少し見えづらいところがある気

がするんですね。こういう施設運営につきまして一体どういう形のものなのかという

のをみんなが声を出せるようなものじゃなくて、何か町でやっているただそういう施

設になってしまうのがものすごく残念だという形がある。だから町長が施政方針だけ

ではないんですけれども、一つの大きな柱を立てていただきまして、ことしはこれで

いくんだということを明確にし、そしてそういう計画に従って進むんだというところ

があるべきなんじゃないかなと考えるわけです。ちょっと話題とそれてしまって申し

わけないんですが、そういったところから町民はことしはこういう大和町の動きがあ

るはずなんだということで盛り上がりが出てくるのかなと感じるんですが、そういっ

たプランといいましょうか、お考えというものを明確にするというか、なっているの

かもしれませんがそれがちょっと見えづらい気がしたので、そこいらのところはどう

お考えでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      見えづらいとすればまずいところなんだと思います。反省します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      改めてお伺いしますが、ことしは何を中心に平成30年度は行こうと、そういったと

ころはどういったお答えをなさりますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ちょっと一般質問と違ってきているような気がするんですが……。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      ちょっとごめんなさい。この件名の観光についてということじゃなく、総合的なこ

とで今質問しているように感じるんですけれども……。（「失礼しました」の声あ

り）ちょっと絞ってください。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      観光についてのことでお考えになっていることで、どのような形のものを行いたい

のかをお答えいただきたいと。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      観光につきましては案内所を移設して、ここを大和町のメインの案内所としてまず

スタートをするということでございます。そしてこれまではこの案内所につきまして

は「利息でござる」の案内所というイメージが強かったものですから、その部分は残

しながらも大和町全体の観光の案内にしたいということでございます。 

      それから、観光ということにつきましてはきのうご質問ありましたけれども農泊と

いいますか、ああいったこともありますし、さらには宮床の信楽寺跡の整備、トイレ

とかですね、そういった整備もございます。それからこれは予算とかついているわけ
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ではございませんけれども全体を眺めるといいますか、動きの中で。例えば宮床で今

度農泊が難波であるとすれば当然宮床の中を通ってくるというルートも出てくるわけ

でございますので、ちょっとお話ししましたけれども例えば伊達屋敷の新たな利用方

法とかそういったものを広げていくとかといった部分での観光とワイナリーとかそう

いった連携がございますので、そういったものができると。吉岡地区というお話にな

ろうと思っておりますが、吉岡地区につきましては整備をする観光のルートというも

のについて、まだ明確なものがございません。はっきり言って国恩記につきましても

現在残っておるのは穀田屋さんとお墓ということだと。あと町並みということでござ

いますので、これは観光という一つの映画の中の観光ということにはなろうかと思い

ますけれども、そういったものについての観光のあり方ということにつきましては、

今回の土佐さんですよね、ということもあるわけでございますけれどもいろいろあり

ますので、人に投げたという言い方をされますかもしれませんけれども商工会とかそ

ういった皆さんの意見を聞きながらどこから整備しようと、そういうことについても

私が言ったほうがわかりいいということであればそれはやりますけれども、そういっ

たことで考えておるところでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      私も吉岡の議員ではありますが、特に吉岡の整備を行えというわけではないんです。

町長もおっしゃられているとおり大和町への積極的な来訪者の呼び込みとおもてなし

を行うということで、大和町の拠点が吉岡に案内所があるということであるならばそ

こに拠点をおいて入れていただくんであるならば、吉岡にその観光客が集まると。そ

こで吉岡地区内の拠点となる点とするお考えなのか、それとも商店街ですとか地元を

うまく利用して面として吉岡という地区を考えて、そこに呼び込みおもてなしを行う

というお気持ちなのかということで、そこいらの整備ということでたまたま吉岡だっ

たわけで、自分が吉岡だから吉岡というわけではないんですが、そこいらの整備とい

うものも必要なんじゃないかなとそういう論法から言えば。吉岡に県もいろいろお金

を今回大分使ってインバウンドの誘致を行い、松島に誘客をする考えもあるようです。

大和町はその近くにあるわけですので、縦貫から下りてきてすぐ左に曲がって松島に

行くよりは少し大和町にも足を運んでいただきましてという積極的な呼び込みの仕方
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というか、そういったものが必要なんじゃないかなと考えるわけです。ですから吉岡

の整備というわけではなく、案内所がある地区それがたまたま吉岡ですが、そこいら

のもう少し整備を行いましてそこに来ていただき、そこから大和町というものを一目

でわかる形にしていただきまして分散させられる仕組みが必要なんじゃないかなとい

うことです。それの整備というもののお考えということをもう一回、お伺いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      そういった形で呼び込むということでございますけれども、当然といいますか、そ

ういった考えすばらしいと思います。松島に行く人をこっちに呼ぶというのも大切な

ことだと思っております。これは吉岡を飛び越してしまいますけれどもワイナリーあ

たりは松島の観光協会といろいろ接点を持って、もちろん我々も入っていますからそ

ういった中でやっておりまして、ルートとしてこちらにちょっとといいますか、よっ

てもらってということもあります。 

      それから点ということではなくて吉岡でも、当然羽生結弦さんがちょっと単発の話

になりますけれども金メダルを取って国民栄誉賞をとって、今度多分凱旋のパレード

なんかやればまたその効果があるんではないかとかいろいろ考えると、そういったこ

とに対する今公社にまた人形復活でつくってもらうように今一所懸命言っているんで

すが、そういったものを利用するとかこれは本当にあれですが、あとは面というか

「利息でござる」についてはもう今そういったマニアックな人といいますか、本当に

好きな人が来られております。そういった方々が今度土佐とつながっていくとかそう

いったこともあるでしょうし、あと一つ私食事処がちょっとほしいなと思います。お

店いっぱいあるんですけれども伊達いわなを食べさせるところがなかなかないですね。

それでさっき私ちょっと案内所で伊達いわなの試食会とかいうことも申し上げました

けれども、そのときお昼ご飯どこで食べたら伊達いわな食べられるのといったときに

食べられる店を開拓するとか、私ちょっと飲食店に行ったときにいろいろお願いする

んですが、皆さんからもいろんなところいったらぜひＰＲしてもらって、使ってもら

うように言っていてもらいたいと思いますけれども、そういった流れといいますか、

点だけではなくてそういった広がりといいますか、そういったことも考えてはおりま

す。これはあくまで今の話、長期的なものではありませんけれどもそういったことを
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つなげていきながら広がっていけば非常にいいのかなと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      いろいろお考えがあってそれを形にしていくということを楽しみに、羽生結弦さん

の金メダルということおめでたいと思い、何か本陣案内所にも金メダルをとった翌日

あたり東日本の放送社が取材に来たとか、あのときにおめでとうとか何とかという感

じの盛り上がりがなくてちょっと残念だったみたいな話もちょっとお話を聞いたこと

があって、町長か私でもいればインタビューに答えてあの金メダルがとれたのも殿様

役をしたおかげで演技の幅ができたおかげじゃないでしょうかみたいなぐらいのコメ

ントはできたのかなと思うんで残念だなと思うんですけれども、あやかれるものはあ

やかって結弦さんが頑張っている限りは影響がありますから大和町も、そういったと

ころで何でもかんでも引き込んで、それをプラスに変えてぐいぐい前に出ていく形の

政策というものがもう少しできればなと考えるわけでございますので、別に観光振興

課だけにお任せするわけではないんですが、我々としても力の限り協力していきたい

と思いますので、いろいろ町長もアイデアがあるようなのでそれを形にできるものに

なっていたらと感じました。吉田地区のワイナリーというのはもう形になって観光客

の受け入れ態勢なんかもできているんですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      去年の暮れに工場は完成しております。まだ観光客受け入れというところまでは具

体にはなっていないんでしょうかね。ワインは地元のではないんですけれども持って

きたものでつくると聞いております。それから小林農園のリンゴでシードルですか、

それをつくるということで、杜氏さんといいますか、ワインをつくる日本人では杜氏

さんその人が農場中でおいでで、つくっておられます。ただ観光客を受け入れるまで

はまだもう少しなんでしょうかねという状況です。 

 



４０１ 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２ 番 （今野信一君） 

      ありがとうございました。 

      そういった明るい観光に関してはそういう題材もあるようなので、この観光業施策

なんかも大いに発展させていければなと。それで町外から人を呼び込み盛り上がって

いただければということを切に望みまして、私の一般質問を終わりにさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で今野信一君の一般質問を終わります。 

      これで今回の11名の議員の一般質問を終わります。 

      お諮りします。議事の都合及び予算特別委員会の予算審査のため、３月８日から３

月14日までの７日間は定例会議を休会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。したがって、３月８日から３月14日までの７日間を休会とす

ることに決定しました。 

      これで本日の日程は全部終了しました。 

      本日はこれで散会し、休会とします。 

      再開は、３月15日の予算特別委員会終了後といたします。 

      大変お疲れさまでした。ご苦労さまでした。 

         午後２時０４分  散  会 

 


